
 1 

栃 木 県 教 育 委 員 会 定 例 会 会 議 録 

 

 令和４(2022)年９月６日(火)、栃木県教育委員会定例会を栃木県庁南別館内教育委員室

に招集した。 

                                 

１ 出席者（教育長及び委員）は次のとおりである。 

    １番（教育長）         阿 久 澤  真 理 

    ２      番        金 子  達 也 

    ３      番        陣 内  雄 次 

    ４      番        板 橋  信 行 

  ５      番        鈴 木  純 美 子 

    ６      番        工 藤  敬 子 

 

２ 議事に参与した職員は次のとおりである。 

    教 育 次 長      中 谷  一 彦 

    教 育 次 長          中 村  千 浩 

   施 設 課 長      栗 原   亨 

    義 務 教 育 課 長      山 岸  一 裕 

    高 校 教 育 課 長      長   裕 之 

    特別支援教育室長      玉 田  敦 子 

    生 涯 学 習 課 長      星 野   肇 

    文 化 財 課 長      山 本  訓 志 

    総 務 主 幹      細 川  智 彦 

    総務課主幹兼課長補佐（総括）      手 塚  敬 子 

     

３ 午前９時30分、教育長及び委員４名が出席しており、委員会は成立したので、教育長

は定例会を開催する旨を告げた。 

 

４ 教育長は、本日の会議録署名委員に６番工藤委員を指名した。 

 

５ 教育長は、本日の議案等のうち、第１号議案から第７号議案については、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第14条第７項の規定に基づき、会議を非公開で行いたい

旨を諮ったところ、全出席者の賛成により非公開とすることに決定した。 

 

６ 教育長は、報告を受ける旨を告げた。 

 

７ 報 告 

（１）令和４(2022)年度学校教育支援ボランティア感謝状贈呈について 

 教育長から説明を求められ、総務課主幹兼課長補佐(総括)が説明した。 

この報告に関して、出席者から意見等はなかった。 

 

８ 教育長は、一部順番を入れ替え、審議に移る旨を告げた。 
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９ 第８号議案 令和５(2023)年度栃木県立高等学校の生徒並びに特別支援学校の高等部

の生徒及び幼稚部の幼児の募集定員の見込みについて 

  第８号議案は、審議の結果、原案どおり可決された。 

  この議案に関して、出席者から意見等はなかった。 

 

10 第９号議案 令和５(2023)年度公立学校職員定期異動方針について 

  第９号議案は、審議の結果、原案どおり可決された。 

  この議案に関して、出席者から意見等はなかった。 

 

11 第10号議案 栃木県有形文化財の指定について 

  第10号議案は、審議の結果、原案どおり可決された。 

  この議案に関して、出席者から意見等はなかった。 

 

12 教育長は、第１号議案から第７号議案については、先の決定のとおり、非公開で報告

を受ける旨を告げた。 

 

13 第１号議案 令和４(2022)年度教育委員会の点検・評価(令和３(2021)年度対象)につ

いて 

第１号議案は、審議の結果、原案どおり可決された。 

 

14 第２号議案 令和４(2022)年度教育功労者、優良学校及び優良団体の表彰について 

  第２号議案は、審議の結果、原案どおり可決された。 

 

15 第３号議案 令和４(2022)年度９月補正予算案について   

第３号議案は、審議の結果、原案どおり可決された。 

 

16 第４号議案 公立学校職員の定年引上げに係る条例の一部改正について 

  第４号議案は、審議の結果、原案どおり可決された。 

 

17 第７号議案 令和４(2022)年度とちぎ教育賞について 

  第７号議案は、審議の結果、原案どおり可決された。 

 

18 第５号議案 学校職員の懲戒処分について 

  第５号議案は、審議の結果、原案どおり可決された。 

 

19 第６号議案 学校職員の懲戒処分について 

  第６号議案は、審議の結果、原案どおり可決された。 

 

20  教育長は、以上で本日の会議を終了することを告げ、午前10時52分、閉会した。 

 


